
第２回壮瞥町新型コロナウイルス感染症対策本部会議次第 

 
日時 令和 2 年 4 月 13 日（月）   ：  ～  ： 

                   場所 役場中会議室 
 
１ 開 会 

 
２ 当面する課題と各班の対応状況（情報共有） 

（１） 国などの動き 
  〇 感染者数  全国（R2.4.12 12:00 報道発表分） 6,748 例（※クルーズ船除く） 

北海道（R2.4.12 17:00 報道発表分） 267 例（胆振管内 7 例） 
  〇 北海道と札幌市による緊急共同宣言（R2.4.12） 資料１ 
  〇 生活支援臨時給付金（仮称）の概要 資料２ 
 
（２）住民対策班 
  〇 公共施設の消毒マニュアルについて 
 
 
（３）教育対策班 
 
 
 
（４）総務対策班 
  〇 感染症対策等に係る事務分掌案について 
  〇 町内飲食事業者からの弁当購入奨励について 
 
（５）経済対策班 
 
 
 
３ 今後の対応について 

 
 
 
４ 閉 会 

 















R2.4.13 住民福祉課

壮瞥町新型コロナウイルスに係る公共施設の消毒マニュアル

※公共施設の職員及び特定利用者に感染が確認された場合

段
階

状況及び対処 行動の内容 備考及び注意点

初
動
段
階

公共施設の職員

等の感染が確認さ

れた

施設の封鎖

対策本部の招集

及び消毒班の編制

（別表）

保健所→住民福祉課長
住民福祉課長→町長、副町長、施設所管課長

※以後、保健所との連絡調整は住民福祉課長（不在
の場合は山本主幹）があたる

職員及び利用者の待避、施錠、張り紙等

本部員集合（休日、夜間の場合は連絡網）
状況説明、消毒班の編制（当該施設規模によるが

５名～１０名を想定）、所管課の課長がリーダーと
なる
警察、消防等の関係機関に連絡（総務課）

当該施設が役場の
場合は窓口部分な
ど住民の動線を縮
小し業務継続

感染者の周囲で仕
事をしている職員
は濃厚接触者と位
置づけられる可能
性があり、班編制は
状況により柔軟な
対応が必要

準
備
段
階

消毒班

保健センターに

集合

右欄により消毒

資材のチェック

消毒液を作る

役割分担

物資は一括保健センター保管

準備するもの

○マスク（住 S300 枚、総 800 枚、住 S2000 枚 5/8）
班員分＋α ※S=サージカルマスク（推奨）
○手袋（S200、M200、L200、計 600 枚）
班員分＋α
○ゴーグル（住 20個）班員分＋α
○カッパ（簡易：50着）班員分＋α
○消毒液（エタノール 住 6L、総 8L、教 14L）
※ただし、エタノール消毒液はまだ、入手困難な
状態が続いているので、当面は、別紙の次亜鉛素
酸ナトリウムを主成分とする製品で代用
○噴霧器（ハンド用３個、追加発注中）
班員分
○ポリタンク（２個）
○ペーパータオル（住 10,000 枚）
○ゴミ袋（90L 100 枚）
○消毒液ボトル（消毒後班員の手消毒用）
リーダーが消毒箇所の役割分担を確定

休日や夜間の場合
は住民福祉課、齊藤
もしくは山本が解
錠する

消毒液の作り方
（別紙２）

ポリタンクは現場
での補充用として
持参



R2.4.13 住民福祉課

段
階

状況及び対処 行動の内容 備考及び注意点

現
場
消
毒
段
階

各課公用車にて当

該施設へ

消毒作業開始

作業内容及び手順

１．カッパ→マスク→ゴーグル→手袋の順に着用
２．施設の換気 開閉可能な窓、ドア全て
３．消毒作業
①キッチンペーパーに噴霧器で消毒液を染みこ
ませる（全体に染みこむように多めに）

②一定方向に拭く
③１カ所を消毒後ゴミ袋に捨てる
※この繰り返し

消毒箇所

事務室

ドアノブ、窓の取手、手すり、照明スイッチ、テ
ーブル、イス、電話機、PCのキーボードとマウス
台所・トイレ

蛇口、洗面器、便座とフタ、流水レバー、ドアノ
ブ、窓の取手
共有スペース

エレベーターのボタン、階段の手すり、ドアノブ、
窓の取手、照明スイッチ、建物出入口のドアノブや
取手、オートロックボタンなど不特定の人が触れる
部分
※その他、床や壁面でも人が触れそうな場所

防護具の着用、着脱
について（別紙１）

必ず施設外で着用
し、まず出入り口の
ドアノブ等を消毒

噴霧器で直接噴霧
は厳禁、ウイルスの
拡散につながる

ペーパータオルは
原則拭き取り箇所
１カ所ごとに替え
る

エタノール消毒液
を使う場合は火気
に注意

後
処
理
段
階

消毒作業終了
作業内容及び手順

１．リーダーは作業終了を確認し、班員に号令
２，最後の出入り口のドアノブ等を消毒し、施設外
へ出る

３．手袋→ゴーグル→カッパ→マスクの順番に脱
ぎ、全てすみやかにゴミ袋に投入
投入後、ゴミ袋の口をきつくしめる、さらにも

う１枚のゴミ袋をかぶせ２重にする
４．ゴミ袋は公用シールを貼り役場裏口かごに集約

出田建設、広域連合に連絡（住民福祉課）

施設を出る前に再
度出入口のドアノ
ブ等を消毒

脱衣の際は、外側に
直接触れないよう
に脱ぐ（別紙１）



R2.4.13 住民福祉課

段
階

状況及び対処 行動の内容 備考及び注意点

後
処
理
段
階

退去・解散

５．班員各自、手の消毒（エタノール消毒液の噴霧）
６．解散（自宅へ直帰）

自宅にて着衣を脱ぎ、洗濯や次亜塩素酸、アル
コールによる消毒などを行う

平日の日中の場合、
消毒にあたった班
員は職場に戻らず、
自宅へ直帰

消
毒
終
了
後

施設の閉鎖につ

いて
閉鎖する期間について

室蘭保健所の見解では、感染した職員や利用者が
どのくらいの頻度で、どれくらいの時間当該施設に
いたかによって判断が分かれるので、一概に何日閉
鎖せよということは言えないとのこと。
右のような研究結果があり、１０日間程度の閉鎖

が適切であると考えられる。

※参考
２０度程度の室温
におけるプラスチ
ッ ク 上 で SARS-
CoV は 6～9 日、
MARS-CoVは48時
間以上との研究が
ある
新型コロナウイ

ルスの残存期間は
現時点では不明だ
が、インフルエンザ
ウイルスと比較し
て環境中に長く残
存する可能性があ
る



（別表）

公共施設における新型コロナインフルエンザ感染者発生時の消毒体制について
施設名 所管課 消毒班編成（主） 消毒班編制（サブ） 委託者等 タイプ
役場本庁舎 総務 発生課以外の職員 － A
保健センター 住民 住民福祉課 企画財政課 A
堆肥センター 産業 産業振興課 税務会計課 リサイクルsys B
中和処理場 産業 産業振興課 税務会計課 北硫建設 B
ほっとピアザ 商工 商工観光課 住民福祉課 オロフレR B
北の湖記念館 総務 総務課 企画財政課 堀口水道 B
ゆーあいの家 総務 総務課 産業振興課 堀口水道 B
久保内ふれあいセンター 総務 総務課 産業振興課 堀口水道 B
来夢人の家 総務 総務課 産業振興課 観光協会 B
青少年会館 教委 教育委員会 建設課 C
遊学館 教委 教育委員会 建設課 C
改善センター 総務 総務課 企画財政課 C
研修センター 総務 総務課 企画財政課 C
森と木の里センター 総務 総務課 企画財政課 堀口水道 C
地域交流センター 教委 教育委員会 建設課 D
子どもセンター 住民 住民福祉課 税務会計課 D
壮瞥小学校 教委 教育委員会 建設課 D
壮瞥中学校 教委 教育委員会 建設課 D
壮瞥高校 教委 教育委員会 建設課 D
情報館 商工 商工観光課 住民福祉課 観光協会・FP E

タイプA：町職員のみ
タイプB：委託先職員のみ
タイプC：特定利用者のみ
タイプD：町職員等＋特定利用者
タイプE：町職員＋委託先職員

※班編制の留意事項
 本人に基礎疾患がある職員ま
たは、高齢者（特に基礎疾患が
ある場合）と同居している職員
は原則除外する











１　R2.4.7閣議決定緊急経済対策関係

担当課

Ⅰ．感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬 の開発

１．マスク・消毒液等の確保

〇介護・障害福祉、保育所、妊婦等にマスクを必要数配布 住民福祉課

〇小・中学校・高校の児童生徒・教職員にマスクを１人２枚配布 生涯学習課

〇全世帯対象としてマスクを１住所あたり２枚配布 住民福祉課

Ⅱ．雇用の維持と事業の継続

１．雇用の維持

〇雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大（助成率の引き上げ） 商工観光課（商工会）

２．資金繰り対策 

〇中小企業・農業者等への各種金融支援

・実質無利子・無担保融資、信用保証拡充、ほか

３．事業継続に困っている中小・小規模事業者等への支援 

〇中小・小規模事業者等に対する新たな給付金（（仮）持続化給付金）創設 商工観光課（商工会）

４．生活に困っている世帯や個人への支援 

〇生活困窮世帯に対する新たな給付金（（仮）生活支援臨時給付金）創設 住民福祉課

〇子育て世帯への臨時特別給付金（児童手当の追加給付） 住民福祉課

〇収入減少者の国保税・国民年金保険料の免除等

〇国保税・介護保険料減免実施市町村への財政支援

５．税制措置

〇収入減少事業者の納税猶予の特例措置（無担保・延滞税なし、１年間猶予） 税務会計課

〇軽自動車税環境性能割等の臨時的軽減の延長 税務会計課

〇中小企業等の固定資産税軽減措置（Ｒ３課税のみ／国全額補填） 税務会計課

Ⅲ．次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

１．観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテインメン ト事業等に対する支援 

〇収束後の消費喚起キャンペーンの実施（（仮）ＧｏＴｏキャンペーン） 商工観光課

〇観光需要喚起に向けた国を挙げた運動の展開 商工観光課

２．地域経済の活性化

〇（仮）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設

・人口、感染状況、国庫補助事業の地方負担額等に応じて算定予定

・町が策定する実施計画に掲載事業を対象（ソフト中心、付随するハード含）

〇農業及び水産業における労働力確保緊急支援事業 産業振興課

〇労働力不足の解消に向けたスマート農業の導入・実証 産業振興課

新型コロナウィルス感染症対策等に係る事務分掌案 Ver.200410

項目／事業内容

商工観光課（商工会）
産業振興課

住民福祉課
税務会計課

企画財政課
（他・事業関係課）



〇観光施設等の感染症対策推進、外国人旅行客受入環境整備 商工観光課

〇地域観光資源等の魅力的な滞在コンテンツ への磨き上げ 商工観光課

〇訪日外国人旅行客の需要回復のための大規模プロモーション 商工観光課

Ⅳ．強靱な経済構造の構築 

３．リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 

〇ＧＩＧＡスクール構想の加速

・児童生徒１人１台端末整備の加速、学校へのＩＣＴ技術者配置支援、ほか

４．（国土強靭化等に資する）公共投資の早期執行等 

〇生産性向上や復旧・復興、防災・減災、インフラ老朽化対策など 総務課・建設課

※上記は公表された緊急経済対策の中から、一部を抜粋したものです。　

　 上記以外にも様々な施策が公表されていますので、別添資料をご確認ください。

２　その他事務関係

担当課

（１）対策本部の運営

〇対策本部会議の諸準備（個別資料は各課で対応）、記録、庶務 総務課

〇会議運営状況の公表等 企画財政課

（２）感染予防対策

〇予防対策全般、住民の感染予防相談・保健所対応窓口 住民福祉課

〇所管施設毎の予防対策（開閉判断含む） 各所管課

〇感染者発生時の消毒等の対応　→「公共施設の消毒マニュアル」のとおり 左記のとおり

（３）町単独施策

〇収入減少世帯等への支援（使用料減免等）

→住民福祉課、税務会計課、建設課、生涯学習課

〇収入減少事業者等への支援　　→商工観光課、産業振興課 左記の各課

〇経済活動の回復対策　→商工観光課、産業振興課、企画財政課 左記の各課

左記の各課

項目／事業内容

生涯学習課



R2.4.13 新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料 

町内飲食事業者からの弁当購入奨励について 
-Ver.200409- 

 
 
１ 事業概要 

新型コロナウィルス感染症により、地域経済が停滞している状況を鑑み、少しでも売上増加の

一助とするため、町内飲食提供事業者からの昼食弁当購入を町職員に奨励するため、町担当課が

窓口となって注文の取りまとめ、発注等を行うもの 
 
２ 具体的な事業内容 
（１）対象事業者  町内で飲食提供等を行い、かつ、仕出し（弁当の製造･販売･配達）を行う 

ために必要な資格を有している事業者で、事業への参加を希望するもの 
（２）実 施 期 間  4 月 17 日（金）～5 月 8 日（金）までの北海道の集中対策期間内で、 

週２日程度（平日／開庁日のうち火・金曜日）とするが、 
北海道の動向や地域の経済情勢を見ながら、必要に応じて期間は延長する 

（３）具体的な流れ  ① 希望する職員は実施日の前日 11 時までに総務課担当へ申込み 
           ② 総務課担当が取りまとめ後、事業者へ発注（FAX 等） 
           ③ 事業者は実施日の 11:30 頃に役場に配達し、購入者から直接代金収受 
（４）実 施 準 備   ア 事業者の参加意向調査及び取りまとめは、商工会に委任 
           イ すでに一般消費者向けに弁当配達･販売（デリバリーサービス）を 

行っている事業者（おおでら）があるため、4/15（水）に試行実施 
（５）実 施 条 件   ア １日１事業者（複数の場合は順番制）、１メニューのみとする。 
           イ 単価は試行実施する事業者の現行価格（600 円税込）をめどとする 
           ウ １日あたり最低ロットは５個程度をめどとする 
           エ 原則、キャンセルは受け付けないものとする（申込＝買取） 



事 務 連 絡

令和２年４月７日

各都道府県財政担当課

各都道府県市区町村担当課

各都道府県議会事務局 御中

各指定都市財政担当課

各指定都市議会事務局

総務省自治財政局財政課

令和２年度補正予算（第１号）に伴う対応等について

政府は、令和２年４月７日に、令和２年度補正予算（第１号）の概算について

閣議決定したところであります（別添資料参照）。

これに伴う財政措置等として別紙のとおり講ずることを予定しておりますので、

お知らせいたします。

また、貴都道府県内の市区町村及び市区町村議会に対しても速やかに措置の内

容を御連絡いただくようお願い申し上げます。

【担当】

総務省自治財政局

財政課財政計画係 眞貝

電話 03-5253-5612



（別 紙）

第１ 国の補正予算

政府は、令和２年４月７日に令和２年度補正予算（第１号）の概算につい

て閣議決定し（別添資料参照）、国会に提出する予定である。

今回の補正予算においては、歳出面で、「新型コロナウイルス感染症緊急

経済対策」（令和２年４月７日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。）

を実施するための新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費１６兆

７，０５８億円等を追加計上している。また、歳入面で、公債金１６兆

８，０５７億円（建設公債２兆３，２９０億円及び特例公債１４兆

４，７６７億円）を追加計上している。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも令和２年度当初予算に対

し、１６兆８，０５７億円増加し、１１９兆４，６３７億円となっている。

第２ 補正予算に係る財政措置等

緊急経済対策に伴い、地方税における特例措置に伴う減収及び今回の補正

予算における歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じることから、１及び２

のとおり措置を講ずるとともに、補正予算において地方公共団体が地域の実

情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう３に掲げる交付金が創

設される予定である。

１ 地方税における特例措置に伴う減収に対する措置

以下の措置を講ずることとし、所要の法律改正を行う予定である。

(1) 地方税の徴収の猶予制度の特例に伴う地方債の発行

地方税の徴収の猶予制度の特例創設に伴う令和２年度の一時的な減収

に対応するため、地方財政法第５条の特例債である資金手当のための地

方債を発行することができることとしている。

(2) 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長に

よる減収額の補塡

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長に

よる令和２年度以降の減収額については、自動車税減収補塡特例交付金

（令和２年度の増額分２２６億円）及び軽自動車税減収補塡特例交付金

（令和２年度の増額分２３億円）により全額国費で補塡することとして



いる。

(3) 固定資産税及び都市計画税の軽減措置等による減収額の補塡

固定資産税及び都市計画税の軽減措置並びに固定資産税の特例措置の

拡充・延長による令和３年度以降の減収額については、全額国費で補塡

することとしている。

２ 地方負担の増加に対する措置

今回の補正予算により令和２年度に追加されることとなる経費に係る地

方負担については、３に掲げる「新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金（仮称）」により措置することとしている。

また、今回の補正予算により令和２年度に追加されることとなる投資的

経費に係る地方負担については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金（仮称）を充当しない場合には、原則として、その１００％ま

で地方債を充当できることとし、後年度における元利償還金の５０％（公

立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業については、当初における

地方負担額に対する算入率である６０％）を公債費方式により基準財政需

要額に算入することとしている。

なお、詳細については、別途お知らせすることとしている。

３ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）の創設

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を

受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、緊急経済対

策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じ

てきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金（仮称）を交付することとされている。

また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）の総

額は１兆円とされており、各地方公共団体への交付限度額は、人口、新型

コロナウイルス感染症の感染状況、国庫補助事業の地方負担額等に応じて

算定される予定である。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（仮称）の充当対象

は、地方公共団体が策定する実施計画に掲載された事業（ソフト事業を中

心とし、それに付随するハード事業も対象とする。）のうち地方単独事業

の所要経費と国庫補助事業（法令に国の補助負担割合が定められていない



ものに限る。）の地方負担額であり、各地方公共団体の申請に基づいて、

交付限度額を上限として交付額が決定される予定である。



令和2年4月7日

(単位 億円)

第一　一般会計予算の補正

歳出の補正額

（歳出の追加額）

167,058

18,097

106,308

18,482

9,172

15,000

999

168,057

歳入の補正額

（歳入の追加額）

23,290

144,767

168,057

　上記の補正により、令和２年度一般会計歳入歳出予算総額は、

令和２年度一般会計補正予算（第１号）等について

　１

⑴ 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費

①
感 染 拡 大 防 止 策 と 医 療 提 供 体 制
の 整 備 及 び 治 療 薬 の 開 発

② 雇 用 の 維 持 と 事 業 の 継 続

③ 次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

④ 強 靱 な 経 済 構 造 の 構 築

⑤ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 予 備 費

⑵ 国 債 整 理 基 金 特 別 会 計 へ 繰 入

計

　２

⑴ 公 債 金

⑵ 特 例 公 債 金

計

( 備 考 )

それぞれ1,194,637億円となる。

　なお、計数については、それぞれ四捨五入によっているので、

端数において合計とは合致しないものがある。

－ 1 －



第二　特別会計予算の補正

第三　政府関係機関予算の補正

　財政投融資特別会計、労働保険特別会計など７特別会計について、所

要の補正を行う。

　沖縄振興開発金融公庫及び株式会社日本政策金融公庫について、所要

の補正を行う。

－ 2 －



１．新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費 167,058 １．公債金 168,057

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発 18,097 （１）建設公債 23,290

（２）雇用の維持と事業の継続 106,308 （２）特例公債 144,767

（３）次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復 18,482

（４）強靱な経済構造の構築 9,172

（５）新型コロナウイルス感染症対策予備費 15,000

２．国債整理基金特別会計へ繰入 999

　　合　　計 168,057 　　合　　計 168,057

（単位：億円）

歳 出 歳 入

（注）計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

令和２年度一般会計補正予算（第１号）フレーム




































































































